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地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化

に
関
す
る
法
律
（
財
政
健
全
化
法
）

で
は
、
毎
年
度
、
前
年
度
の
決
算
を

議
会
に
提
出
し
た
後
、
健
全
化
判
断

比
率
（
実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質

赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
将

来
負
担
比
率
）
と
公
営
企
業
会
計
の

資
金
不
足
比
率
を
公
表
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
決
算
に
基
づ
く
長
島

町
の
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
財
政
指
標
と
は

　
決
算
数
値
か
ら
自
治
体
の
財
政
状

況
を
測
る
「
も
の
さ
し
」
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
財
政
状
況
を
ど
の
よ
う

な
観
点
に
立
っ
て
測
る
か
に
よ
っ

て
、さ
ま
ざ
ま
な
指
標
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
企
画
財
政
課
財
政
係

☎
（
86
）
１
１
３
４
［
直
通
］

長島町の令和６年度決算に基づく指標

健全化判断比率 令和６年度指標 令和５年度（参考） 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 ー※ ー※ 14.41％ 20.0％

連結実質赤字比率 ー※ ー※ 19.41％ 30.0％

実質公債費比率 9.9％ 9.4％ 25.00％ 35.0％

将来負担比率 ー※ ー※ 350.0％

※「
実
質
赤
字
比
率
」お
よ
び「
連
結
実
質
赤
字
比
率
」で
指
標（
％
）

の
表
記
が
な
い
（『
ー
』
で
表
記
し
て
い
る
）
も
の
は
、
実
質
赤
字

額
お
よ
び
連
結
実
質
赤
字
額
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
度

財
政
指
標
を
公
表
【
実
質
赤
字
比
率
】

　
各
年
度
の
経
営
状
況
を
示
す
指
標
で
、
一
般
会
計
な
ど
の

実
質
的
な
赤
字
額
が
、
標
準
的
な
状
態
で
収
入
が
見
込
ま
れ

る
自
治
体
の
一
般
財
源
の
規
模
（
標
準
財
政
規
模
）
に
占
め

る
比
率
を
表
し
ま
す
。

　
実
質
赤
字
比
率
は
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
連
結
実
質
赤
字
比
率
】

　
実
質
赤
字
比
率
が
一
般
会
計
な
ど
の
実
質
的
な
赤
字
額
で

あ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
自
治
体
の
全
て
の
会
計
を
通
し

て
の
赤
字
額
が
、
標
準
財
政
規
模
に
占
め
る
比
率
を
表
し
て

い
ま
す
。

　
連
結
実
質
赤
字
比
率
は
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

〇
各
指
標
の
基
準

　

各
指
標
の
基
準
を
サ
ッ

カ
ー
に
例
え
る
と
、イ
エ
ロ
ー

カ
ー
ド
に
相
当
す
る
の
が「
早

期
健
全
化
基
準
」お
よ
び「
経

営
健
全
化
基
準
」。
レ
ッ
ド

カ
ー
ド
に
相
当
す
る
の
が「
財

政
再
生
基
準
」
で
す
。
４
つ

の
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
、

い
ず
れ
か
１
つ
で
も
「
早
期

健
全
化
基
準
」
以
上
と
な
る

と
「
早
期
健
全
化
団
体
」
と

な
り
、「
財
政
健
全
化
計
画
」

を
策
定
し
、
自
主
的
な
改
善

努
力
に
よ
る
財
政
の
早
期
健

全
化
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
「
財

政
再
生
基
準
」
以
上
に
な
る

と「
財
政
再
生
団
体
」と
な
り
、

「
財
政
再
生
計
画
」を
策
定
し
、

国
、
県
の
強
力
な
関
与
の
下

で
確
実
な
財
政
の
再
生
を
実

行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
資
金
不
足
比
率
が

「
経
営
健
全
化
基
準
」
以
上
に

な
る
と
「
経
営
健
全
化
団
体
」

と
な
り
、「
経
営
健
全
化
計
画
」

を
策
定
し
、
公
営
企
業
の
経

営
健
全
化
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
資
金
不
足
比
率
】

　
簡
易
水
道
や
下
水
道
事
業
な
ど
の
公
営
企
業
ご
と
の
各
年

度
の
経
営
状
況
を
示
す
指
標
で
、
各
公
営
企
業
の
資
金
の
不

足
額
が
各
企
業
の
事
業
の
規
模
（
料
金
収
入
の
規
模
）
に
占

め
る
比
率
を
表
し
、経
営
健
全
化
基
準
は
20
％
と
な
り
ま
す
。

　
公
営
企
業
の
資
金
不
足
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
資

金
不
足
比
率
は
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
将
来
負
担
比
率
】

　
自
治
体
が
将
来
に
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
政
負
担

が
、
標
準
財
政
規
模
の
何
倍
に
あ
た
る
か
を
示
す
指
標
で
、

早
期
健
全
化
基
準
は
３
５
０
％
と
な
り
ま
す
。

　
将
来
負
担
比
率
は
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
実
質
公
債
費
比
率
】

　
自
治
体
の
公
債
費
に
よ
る
財
政
負
担
の
度
合
い
を
判
断
す

る
指
標
で
、３
カ
年
の
平
均
で
示
さ
れ
ま
す
。
公
債
費
と
は
、

自
治
体
が
発
行
し
た
町
債
の
元
本
の
返
済
や
利
息
の
支
払
い

な
ど
に
要
す
る
経
費
で
す
。

　
実
質
公
債
費
比
率
は
9

・

9
％
と
な
り
、
早
期
健
全
化

基
準
25
％
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

【
健
全
化
判
断
比
率
】


